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十
四
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一
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の
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定
に
よ
り
、
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護
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助
の
た
め
の
介
護
予
防
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
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の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十

五
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一
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規
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よ
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給
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の
た
め
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宅
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護
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
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し
た
の
で
、
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よ
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五
十
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十
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五
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定
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和
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十
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法
律
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第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
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と
お
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路
の
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域
を
変
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し
た
の
で
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同
項
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定
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公
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す
る
。
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お
、
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の
関
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面
は
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示
の
日
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ま
で
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森
県
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路
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般
の
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に
供
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る
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長

備
考



( )

青
森
県
告
示
第
五
十
一
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
六
日
ま
で
青
森
県
県
土
整

備
部
道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
五
十
二
号

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号)
第

三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
昭
和
五
十
四
年
一
月
二
十
三
日
青
森
県
告
示
第
四
十
号

(

急
傾
斜
地

崩
壊
危
険
区
域
の
指
定)

の
一
部
を
次
の
と
お
り
改
正
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公

示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課
及
び
中
南
地
域
県
民
局
地
域
整
備

部
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

次
の
と
お
り
改
め
る
。

山
田
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域

次
に
掲
げ
る
地
番
の
土
地
に
設
置
し
た
標
柱
一
号
か
ら
標
柱
十
三
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び

標
柱
一
号
と
標
柱
十
三
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

(

市
道
山
田
線
の
区
域
を
除
く
。)

。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
標
柱
十
二
号
と
標
柱
十
三
号
を
結
ん
だ
線
は
市
道
山
田
線
官
民
地
境
界
線
と
し
、

そ
の
他
の
各
標
柱
を
結
ぶ
線
は
直
線
と
す
る
。

標
柱
を
設
置
し
た
土
地
の
表
示

青
森
県
告
示
第
五
十
三
号

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号)

第

三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
昭
和
五
十
五
年
三
月
二
十
九
日
青
森
県
告
示
第
三
百
一
号

(

急
傾
斜

地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定)

の
一
部
を
次
の
と
お
り
改
正
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課
及
び
中
南
地
域
県
民
局
地
域
整
備

部
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
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路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始

の

期

日

国
道
一
〇
二
号

十
和
田
市
大
字
奥
瀬
字
小
沢
口
一
一
三
の
一
か
ら

十
和
田
市
大
字
奥
瀬
字
小
沢
口
一
一
九
の
二
ま
で

平
成
��･

�･

��

県
道
再
賀
木
造
線

つ
が
る
市
稲
垣
町
千
年
亀
菊
二
七
の
一
か
ら

つ
が
る
市
稲
垣
町
千
年
中
鹿
島
一
一
七
ま
で

〃

県
道
上
野
十
和
田

線

上
北
郡
東
北
町
大
字
大
浦
字
山
添
六
二
の
一
か
ら

上
北
郡
東
北
町
大
字
大
浦
字
山
添
六
二
の
一
ま
で

〃

標
柱
番
号

市

町

村

名

大

字

名

字

名

地

番

一二三四五六七八九十十
一

十
二

十
三

弘
前
市

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

相
馬

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

竜
ケ
平

〃〃〃〃〃〃〃山
田

〃〃〃一
丁
木

八
の
一

二
二
二
の
一

五
三

〃五
六

五
九

六
六

六
八
の
一

八
七
の
一

三
五
の
一

三
二
の
一

三
三
の
二

五
三



( )

平
成
二
十
九
年
一
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

次
の
と
お
り
改
め
る
。

山
田
二
号
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域

次
に
掲
げ
る
地
番
の
土
地
に
設
置
し
た
標
柱
一
号
か
ら
標
柱
七
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標

柱
一
号
と
標
柱
七
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

(

た
だ
し
道
路
敷
を
除
く
。)

。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
標
柱
四
号
と
標
柱
五
号
を
結
ん
だ
線
は
市
道
山
田
線
官
民
地
境
界
線
、
標
柱
一
号
と
標
柱

七
号
を
結
ん
だ
線
は
市
道
竜
ケ
平
枝
線
官
民
地
境
界
線
と
し
、
そ
の
他
の
各
標
柱
を
結
ぶ
線
は
直
線

と
す
る
。

標
柱
を
設
置
し
た
土
地
の
表
示

青
森
県
告
示
第
五
十
四
号

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
む
つ
都
市

計
画
道
路
に
関
す
る
都
市
計
画
を
変
更
す
る
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
書
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課
、
む
つ
市
建
設
部
都
市
政
策
課
及

び
横
浜
町
企
画
財
政
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

縦
覧
に
供
す
る
図
書
の
名
称

一

総
括
図

二

計
画
図

三

計
画
書

公

告

農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
認
可

農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律

(

平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
一
号)

第
十
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
農
用
地
利
用
配
分
計
画
を
平
成
二
十
九
年
一
月
二
十
七
日
認
可
し
た
の
で
、
同

条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
農
用
地
利
用
配
分
計
画
を
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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標
柱
番
号

市

町

村

名

大

字

名

字

名

地

番

一二三四五六七

弘
前
市

〃〃〃〃〃〃

相
馬

〃〃〃〃〃〃

竜
ケ
平

〃〃山
田

〃〃〃

二
四
六

一
〇
五

一
一
〇

六
四

五
八

〃四
四
の
一

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
者

氏
名
又
は
名
称

住
所
又
は
所
在
地

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
土
地

成
田
雅
夫

五
所
川
原
市
大
字
中
泉
字

松
枝
一
一
八
の
一

五
所
川
原
市
大
字
梅
田
字
燕
口
二
〇
八
の
一

ほ
か
一
筆

竹
谷
一
正

五
所
川
原
市
大
字
梅
田
字

平
野
二
九

五
所
川
原
市
大
字
梅
田
字
間
瀬
三
八
九

関
正

五
所
川
原
市
大
字
中
泉
字

田
川
八
の
二

五
所
川
原
市
大
字
羽
野
木
沢
字
実
吉
二
一
四

の
二

福
士
浩
樹

五
所
川
原
市
大
字
米
田
字

篠
原
一
五
二
の
一

五
所
川
原
市
大
字
米
田
字
篠
原
五
一
ほ
か
三

筆

川
浪
誠
四
郎

五
所
川
原
市
大
字
広
田
字

下
り
松
一
三
の
一

五
所
川
原
市
大
字
広
田
字
足
代
二
七
の
一
ほ

か
五
筆

今
義
彦

五
所
川
原
市
大
字
浅
井
字

色
吉
一
二
八
の
二

五
所
川
原
市
大
字
浅
井
字
種
取
五
一

今
義
彦

五
所
川
原
市
大
字
浅
井
字

色
吉
一
二
八
の
二

五
所
川
原
市
大
字
浅
井
字
種
取
五
四
の
一
ほ

か
二
筆

三
浦
佐

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
風

合
瀬
字
中
砂
子
川
九
二

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
関
字
栃
沢
一
一
の
二



( )

県
有
地
の
売
却
に
係
る
一
般
競
争
入
札

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
よ
り
契
約
を
締
結
す
る
の
で
、
地
方
自
治
法
施
行
令

(

昭
和
二
十

二
年
政
令
第
十
六
号)

第
百
六
十
七
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

次
に
掲
げ
る
土
地
の
売
却

二

予
定
価
格

四
千
六
十
三
万
七
千
九
百
八
十
八
円

三

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
者
に
該
当
し
な
い

者
で
あ
る
こ
と
。

四

売
却
す
る
物
件
を
示
す
場
所

一
に
掲
げ
る
土
地
の
所
在
地

五

売
却
す
る
物
件
の
地
積
測
量
図
等
の
書
面
及
び
契
約
条
項
を
示
す
場
所

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
県
土
整
備
部
港
湾
空
港
課

六

入
札
及
び
開
札
の
場
所
及
び
日
時

１

場
所

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
庁
舎
北
棟
三
階
Ｂ
会
議
室

２

日
時

平
成
二
十
九
年
二
月
七
日

午
前
十
一
時

七

入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金
の
額

契
約
金
額

(

入
札
保
証
金
に
あ
っ
て
は
、
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
の
見
積
も
る
契
約
金

額)

の
百
分
の
五
以
上
に
相
当
す
る
金
額

八

契
約
書
の
取
り
交
わ
し
の
時
期

落
札
決
定
の
日
か
ら
七
日
以
内

九

代
金
の
納
入
期
限

土
地
売
買
契
約
書
に
よ
り
定
め
た
納
入
期
限
ま
で
に
納
入
す
る
。

十

そ
の
他

１

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
及
び
入
札
に
関
す
る
条
件
に
違

反
し
た
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

２

当
該
物
件
に
つ
い
て
は
、
用
途
を
指
定
し
、
十
年
間
の
買
戻
し
特
約
を
付
す
。

指
定
す
る
用
途

保
管
施
設
用
地
、
流
通
施
設
用
地
、
港
湾
関
連
業
務
施
設
用
地
、
福
利
厚
生
施
設
用
地
、

作
業
基
地
用
地
及
び
以
上
に
付
随
す
る
も
の
と
す
る
。
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三
浦
佐

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
風

合
瀬
字
中
砂
子
川
九
二

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
関
字
栃
沢
一
九
の
四

Ｎ
ベ
ー
ス
株
式

会
社

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
風

合
瀬
字
上
砂
子
川
一
五
八

の
六
七

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
関
字
栃
沢
一
八
ほ
か

一
筆

中
原
博

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
北

金
ケ
沢
字
榊
原
一
四
七
の

四

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
関
字
栃
沢
六
の
二

竹
ヶ
原
正
克

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
二
川

目
四
丁
目
七
三
の
二
九
五

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
向
平
二
九
〇
ほ
か
四
筆

下
林
光
昭

上
北
郡
六
戸
町
大
字
犬
落

瀬
字
七
百
二
八

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
豊
四
五
四
ほ
か
七
筆

下
林
光
昭

上
北
郡
六
戸
町
大
字
犬
落

瀬
字
七
百
二
八

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
豊
栄
一
丁
目
二
四
二
の

二

下
林
光
昭

上
北
郡
六
戸
町
大
字
犬
落

瀬
字
七
百
二
八

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
豊
栄
一
丁
目
二
四
三
の

二
ほ
か
一
筆

馬
場
徳
夫

三
戸
郡
南
部
町
大
字
沖
田

面
字
早
稲
田
二

三
戸
郡
南
部
町
大
字
沖
田
面
字
長
野
一
〇
三

ほ
か
一
筆

嶋
守
儀
四
郎

三
戸
郡
南
部
町
大
字
麦
沢

字
差
和
六
の
二

三
戸
郡
南
部
町
大
字
小
泉
字
中
森
二
五
ほ
か

一
筆

嶋
守
儀
四
郎

三
戸
郡
南
部
町
大
字
麦
沢

字
差
和
六
の
二

八
戸
市
大
字
櫛
引
字
大
久
保
一
六

所

在

地

地

目

地

積

む
つ
市
真
砂
町
九
三
の
二
二

雑
種
地

一
〇
、
九
八
三
・
二
四
平
方
メ
ー
ト
ル



( )

３

平
成
二
十
九
年
二
月
三
日
午
後
一
時
十
五
分
か
ら
、
む
つ
市
真
砂
町
九
三
の
二
二
に
お
い
て

現
場
説
明
を
行
う
。

県
有
地
の
売
却
に
係
る
一
般
競
争
入
札

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
よ
り
契
約
を
締
結
す
る
の
で
、
地
方
自
治
法
施
行
令

(

昭
和
二
十

二
年
政
令
第
十
六
号)
第
百
六
十
七
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

次
に
掲
げ
る
土
地
の
売
却

二

予
定
価
格

五
千
三
百
五
十
四
万
九
百
七
十
四
円

三

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
者
に
該
当
し
な
い

者
で
あ
る
こ
と
。

四

売
却
す
る
物
件
を
示
す
場
所

一
に
掲
げ
る
土
地
の
所
在
地

五

売
却
す
る
物
件
の
地
積
測
量
図
等
の
書
面
及
び
契
約
条
項
を
示
す
場
所

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
県
土
整
備
部
港
湾
空
港
課

六

入
札
及
び
開
札
の
場
所
及
び
日
時

１

場
所

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
庁
舎
北
棟
三
階
Ｂ
会
議
室

２

日
時

平
成
二
十
九
年
二
月
七
日

午
前
十
時
三
十
分

七

入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金
の
額

契
約
金
額

(

入
札
保
証
金
に
あ
っ
て
は
、
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
の
見
積
も
る
契
約
金

額)

の
百
分
の
五
以
上
に
相
当
す
る
金
額

八

契
約
書
の
取
り
交
わ
し
の
時
期

落
札
決
定
の
日
か
ら
七
日
以
内

九

代
金
の
納
入
期
限

土
地
売
買
契
約
書
に
よ
り
定
め
た
納
入
期
限
ま
で
に
納
入
す
る
。

十

そ
の
他

１

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
及
び
入
札
に
関
す
る
条
件
に
違

反
し
た
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

２

当
該
物
件
に
つ
い
て
は
、
用
途
を
指
定
し
、
十
年
間
の
買
戻
し
特
約
を
付
す
。

指
定
す
る
用
途

保
管
施
設
用
地
、
流
通
施
設
用
地
、
港
湾
関
連
業
務
施
設
用
地
、
福
利
厚
生
施
設
用
地
、

作
業
基
地
用
地
及
び
以
上
に
付
随
す
る
も
の
と
す
る
。

３

平
成
二
十
九
年
二
月
三
日
午
後
一
時
十
五
分
か
ら
、
む
つ
市
真
砂
町
九
三
の
二
五
に
お
い
て

現
場
説
明
を
行
う
。

出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
市
浦

土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
平
成
二
十
九
年
一
月
十
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
二
十
七
日

西
北
地
域
県
民
局
長

山

本

馨

教

育

委

員

会

青
森
県
教
育
委
員
会
告
示
第
一
号

青
森
県
文
化
財
保
護
条
例

(
昭
和
五
十
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
四
十
六
号)

第
三
十
条
第
一
項
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所

在

地

地

目

地

積

む
つ
市
真
砂
町
九
三
の
二
五

雑
種
地

一
四
、
〇
八
九
・
七
三
平
方
メ
ー
ト
ル



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
四
十
四
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
表
に
掲
げ
る
も
の
を
県
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
す
る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
二
十
七
日

青
森
県
教
育
委
員
会

正

誤
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種

別

名

称

所

在

地

保

護

団

体

県
無
形
民
俗
文
化
財

大
間
の
山
車
行
事

下
北
郡
大
間
町
大
字
大
間

大
間
の
山
車
行
事

保
存
会

平
成
��･

�･

��

第
四
〇
三
四
号

発
行
年
月
日

発

行

番

号

教
育
庁
文
化
財
保
護
課

教
育
委
員

会
告
示

区

分

第
六
号

番

号

三

ペ
ー
ジ

下 段

表
中 行

下
北
郡
大
間
町
奥
戸

誤

下
北
郡
大
間
町
大
字
奥
戸

正


